
別記様式２ （令和５年９月１日現在）

内線

附属機関等の名称 北海道建築士審査会

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １ 委員(構成員)数 6 名　　　　 　【定  数： 6 名】

   （うち女性委員）　　 3 名

   （うち公募委員）　　 名　　　　　 【公募枠： 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

会議の公開

状況 　公開・非公開・一部非公開・未決定の別　

一部公開

　公開できない理由（非公開・一部非公開の場合）

附 属 機 関 等 の 概 要

担当部課名　 建設部住宅局建築指導課 29-476

「附属機関」、「懇談会」の別 付属機関

審議案件によっては、個人情報等が含まれるため。

昭和25年7月1日

建築士法

＜目的＞

二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(都道府県指定試験機関が行う事務を
除く。)をつかさどらせるとともに、建築士法によりその権限に属させられた事項を処
理させる。

＜所掌事項、議題等＞

（１）二級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務
（２）建築士法第１０条第４項及び第２６条第４項の規定に基づく同意


